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◎
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
食
費
等
の
負
担
限
度
額
の
算
定
方
法
の
一
部
を
改

正
す
る
件

新

旧

対

照

条

文

○
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
食
費
等
の
負
担
限
度
額
の
算
定
方
法
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省

告
示
第
百
三
十
三
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に

き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
食
費
等
の
負
担
限
度
額
の
算
定
方
法

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
食
費
等
の
負
担
限
度
額
の
算
定
方
法

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法

う
。
）
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

に
よ
り
算
定
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
障
害
者
（
障
害
者
自
立
支
援

方
法
に
よ
り
算
定
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
障
害
者
（
障
害
者
自
立

法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条

支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
障
害
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
障
害
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

二
十
歳
で
あ
る
特
定
障
害
者

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
障

一

二
十
歳
で
あ
る
特
定
障
害
者

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
障

害
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
額

害
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

特
定
入
所
等
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
入
所

ハ

特
定
入
所
等
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
入
所

等
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
（

等
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
あ
っ
た
月
に
お
い
て
要
保
護
者
（

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規

定
す
る
要
保
護
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
特
定
障
害
者
で
あ
っ
て
、
食
費
等
の

定
す
る
要
保
護
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
特
定
障
害
者
で
あ
っ
て
、
食
費
等
の

負
担
限
度
額
（
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
等
の
負
担

負
担
限
度
額
（
令
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
等
の

限
度
額
を
い
う
。
）
を
零
以
上
イ
又
は
ロ
に
よ
り
算
定
し
た
額
未
満
と
し
た

負
担
限
度
額
を
い
う
。
）
を
零
以
上
イ
又
は
ロ
に
よ
り
算
定
し
た
額
未
満
と
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場
合
に
は
保
護
（
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
保
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

し
た
場
合
に
は
保
護
（
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
保
護
を
い
う
。
以
下
同
じ

を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の

零
以
上
イ
又
は
ロ
に
よ
り
算
定
し
た

。
）
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の

零
以
上
イ
又
は
ロ
に
よ
り
算
定

額
未
満
の
範
囲
内
で
特
定
障
害
者
が
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
額

し
た
額
未
満
の
範
囲
内
で
特
定
障
害
者
が
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な

の
う
ち
最
も
高
い
も
の

る
額
の
う
ち
最
も
高
い
も
の

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

別
表
第
一

（
略
）

別
表
第
一

（
略
）

別
表
第
二

別
表
第
二

特
定
障
害
者
の
区
分

額

特
定
障
害
者
の
区
分

額

一

次
項
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

七
万
九
千
円

一

次
項
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

七
万
九
千
円

二

令
第
十
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
円

二

令
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
円

別
表
第
三

別
表
第
三

特
定
障
害
者
の
区
分

額

特
定
障
害
者
の
区
分

額

一

別
表
第
二
の
一
の
項
に
掲
げ

特
定
障
害
者
が
受
け
た
障
害
福
祉
サ

一

別
表
第
二
の
一
の
項
に
掲
げ

特
定
障
害
者
が
受
け
た
障
害
福
祉
サ

る
者

ー
ビ
ス
に
係
る
法
第
二
十
九
条
第
三
項

る
者

ー
ビ
ス
に
係
る
法
第
二
十
九
条
第
三
項

第
一
号
に
掲
げ
る
額
又
は
法
第
三
十
条

の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
介
護
給
付

第
三
項
各
号
に
定
め
る
額
に
三
・
〇
四

費
若
し
く
は
訓
練
等
給
付
費
又
は
法
第

を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未

三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

が
定
め
る
特
例
介
護
給
付
費
若
し
く
は

り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
。
た
だ
し

特
例
訓
練
等
給
付
費
の
額
に
九
十
分
の

、
当
該
額
が
三
万
七
千
二
百
円
を
超
え

百
（
法
第
三
十
一
条
の
規
定
が
適
用
さ

る
と
き
は
、
三
万
七
千
二
百
円
と
す
る

れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
百
を

。

同
条
に
規
定
す
る
百
分
の
九
十
を
超
え

百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市

町
村
が
定
め
た
割
合
（
以
下
「
市
町
村

特
例
割
合
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得

た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
三
・
〇
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四
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
。
た
だ

し
、
当
該
額
が
三
万
七
千
二
百
円
を
超

え
る
と
き
は
、
三
万
七
千
二
百
円
と
す

る
。

二

別
表
第
二
の
二
の
項
に
掲
げ

特
定
障
害
者
が
受
け
た
障
害
福
祉
サ

二

別
表
第
二
の
二
の
項
に
掲
げ

特
定
障
害
者
が
受
け
た
障
害
福
祉
サ

る
者

ー
ビ
ス
に
係
る
法
第
二
十
九
条
第
三
項

る
者

ー
ビ
ス
に
係
る
法
第
二
十
九
条
第
三
項

第
一
号
に
掲
げ
る
額
又
は
法
第
三
十
条

の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
介
護
給
付

第
三
項
各
号
に
定
め
る
額
に
三
・
〇
四

費
若
し
く
は
訓
練
等
給
付
費
又
は
法
第

を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未

三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

が
定
め
る
特
例
介
護
給
付
費
若
し
く
は

り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
。
た
だ
し

特
例
訓
練
等
給
付
費
の
額
に
九
十
分
の

、
当
該
額
が
一
万
五
千
円
を
超
え
る
と

百
（
法
第
三
十
一
条
の
規
定
が
適
用
さ

き
は
、
一
万
五
千
円
と
す
る
。

れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
百
を

市
町
村
特
例
割
合
で
除
し
て
得
た
割
合

）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
三
・
〇
四
を
乗

じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
る
も
の
と
す
る
。
）
。
た
だ
し
、
当

該
額
が
一
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は

、
一
万
五
千
円
と
す
る
。

附

則

附

則

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
別
表
第
二
の
二
の
項
中
「
第
十

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
別
表
第
二
の
二
の
項
中
「
第
十

七
条
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
七
条
第
二
号
又
は
第
四
号
」
と
す
る
。

七
条
第
一
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
号

」
と
す
る
。


